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外国人と人権
１.国際化の時代を迎えて

❶日本に住む外国人

日本における外国人居住者数は、２０１３年から コロナ禍前の
２０１９年まで増加を続けてきました。 ２０２０年末の統計による
在留外国人の数は約２８９万人で、日本の総人口の２.３％を占
めています。２０２０年末現在における在留外国人数について

国籍・地域別にみると、中国が最も多く、続いてベトナム、韓国、
フィリピン、ブラジルの順となっています。

～在留外国人数（総人口に占める割合）

２０１０年 ２,０８７,２６１人（１.６３％） ２０１８年 ２,７３１,０９３人（２.１６％）

２０１２年 ２,０３３,６５６人（１.５９％） ２０１９年 ２,９３３,１３７人（２.３２％）

２０１４年 ２,１２１,８３１人（１.６７％） ２０２０年 ２,８８７,１１６人（２.３０％）

２０１６年 ２,３８２,８２２人（１.８８％）
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外国人と人権
１.国際化の時代を迎えて

❷新しい在留管理制度と在留資格

２０１２年７月から、従来の外国人登録制度が廃止され、新しい
在留管理制度が始まりました。新しい制度では、外国人登録証
明書に代わって「在留カード」などが発行されるとともに、外国籍
の人々にも住民票が作成され、以前より転居などの手続きが簡
単になりました。

主な在留資格

①就労（研究、高度専門職、特定技能、興行など）、留学、研修
など ⇨ 外国人が日本に在留する間、目的別に一定の活動
ができる。

②永住者、特別永住者、定住者、日本人又は永住者の配偶者
など ⇨ 外国人が一定の身分又は地位を有するものとして
の活動ができる
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外国人と人権
２.外国人の人権を考える

言語、宗教、習慣などの違いから、職場や学校、地域社
会などの日常生活の場においてさまざまな軋轢（あつれき）が
生じます。外国人に対する偏見・差別意識が人権侵害に
つながっています。

❶ヘイトスピーチ （憎悪表現）

近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆ
るヘイトスピーチが問題となっています。ヘイトスピーチは、主に街
頭デモやインターネット上などで行われ、被害者の心を傷つけるだ
けではなく、外国人への偏見や差別意識を生じさせることにつな
がりかねません。

これらの言動は、いかなる場合においても正当化することができ
ない人権侵害です。ヘイトスピーチは根絶しなければならない重大
な問題です。
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外国人と人権
２.外国人の人権を考える

❷多文化共生社会を目指して

多文化共生社会とは、国籍や民族などの異なる人々が、互い

の文化的な違いを認め合い、尊重し合い、助け合いながら、と

もに生きていく社会をいいます。現在、日本には多くの外国人

が生活し、多種多様な文化が存在しています。そこに偏見や差

別はあってはなりません。

異なる文化を持つ人々と共に地域社会の一員として生活する

ことが、真の多文化共生社会であると言えます。
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